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変動型最低制限価格 
過度な低入札価格による品質の低下を防止するため、条件付き一般競争入札の一部におい
て変動型最低制限価格制度を試行実施しています。 
変動型最低制限価格を設定する場合は、当該案件の告示（公示）においてその旨を事前公
表します。 

変動型最低制限価格を設定する案件 
●建設工事 有効参加者数が３者未満のときは、 

変動型最低制限価格の算定を行いません。 
●建設工事に係る設計、測量等の

業務委託

有効参加者数が５者未満のときは、 
変動型最低制限価格の算定を行いません。 

●予定価格が 300 万円以上の
業務委託
（単価契約においては、

発注限度額が 300 万円以上 
の業務委託） 

市が特に必要があると認めた案件については、上記の限りではありません。
変動型最低制限価格の算定額は、 全ての案件で事後公表します。 

変動型最低制限価格の算定方法 
①有効参加者数に 100 分の 60 を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数

を切り上げた数）を求め、その数を算定数とします。
②入札金額の低いものから算定数分の入札について、その平均額（その金額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた金額）を求め、その数に 100 分の 85 を乗じて得た額（そ
の金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を、その入札における
最低制限価格とします。

変動型最低制限価格を設定した案件は、予定価格と変動型最低制限価格の範囲内で最低価格の
入札をした者を落札予定者とします。 
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変動型最低制限価格の算定例 

案件名 立川市〇〇〇〇工事 

最低制限価格 変動型最低制限価格を設定する 

予定価格（税込み） 3,300,000 円 

入札書比較価格（税抜き） 3,000,000 円 ※予定価格の税抜き価格です。 

順位 社名 入札金額（税抜き） 判定 

1 位 A 社 1,490,000 円 無効（変動型最低制限価格未満） 

2 位 B 社 1,700,000 円 無効（変動型最低制限価格未満） 

3 位 C 社 2,100,000 円 落札予定者 

4 位 D 社 2,150,000 円 

5 位 E 社 2,200,000 円 

6 位 F 社 2,500,000 円 

7 位 G 社 2,750,000 円 

8 位 H 社 2,850,000 円 

9 位 I 社 2,850,000 円 

10 位 J 社 2,900,000 円 

11 位 K 社 3,000,000 円 

12 位 L 社 3,100,000 円 無効（予定価格超過） 

13 位 M 社 3,200,000 円 無効（予定価格超過） 

①L 社、M 社は入札書比較価格（税抜き予定価格）

を超えているため有効参加者から除きます。

②有効参加者は A 社から K 社までの 11 者なので、 

有効参加者数 11 者の 60％の 6.6 者

→端数を切り上げて 7 者が算定数です。

③入札金額の低い順に、算定数７者（A 社から G 社）

の入札金額の平均額を求めます。

算定数７者の合計額 14,890,000 円

算定数７者の平均額 14,890,000 円÷７

＝2,127,142 円（端数切り捨て） 

④算定数７者の平均額の 85％を求めます。

2,127,142 円×0.85

＝1,808,070 円（端数切り捨て） 

最低制限価格は 1,808,070 円に決定 

⑤最低制限価格以上の入札で、最も入札金額の低い

C 社が落札予定者となります。
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○立川市変動型最低制限価格制度試行実施要綱

平成20年９月16日要綱第48号 

改正 

平成22年３月24日要綱第165号 

平成30年２月７日要綱第４号 

令和４年５月１日要綱第98号 

令和５年３月30日要綱第47号 

立川市変動型最低制限価格制度試行実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市が条件付き一般競争入札により契約を締結する場合において、過度な低入

札価格による品質の低下を防止するため、立川市契約事務規則（昭和39年立川市規則第15号）第

15条第２項の規定に基づき、変動型最低制限価格を算定することについて、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（対象） 

第２条 変動型最低制限価格を算定する対象は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。 

(１) 建設工事であって予定価格以下の有効な入札の参加者数（以下「有効参加者数」という。）

が３以上であるもの 

(２) 業務委託のうち財務部長が指定したものであって有効参加者数が５以上であるもの又は立

川市競争入札参加資格等審査委員会規程（平成８年立川市訓令甲第３号）第１条に規定する立

川市競争入札参加資格等審査委員会（以下「資格等審査委員会」という。）において特に必要

があると認めたもので、かつ、有効参加者数が３以上であるもの 

２ 建設工事であって有効参加者数が３に満たないとき又は業務委託のうち財務部長が指定したも

のであって有効参加者数が５に満たないとき若しくは資格等審査委員会において特に必要がある

と認めたもので、有効参加者数が３に満たないときは、変動型最低制限価格の算定は行わない。 

（算定方法等） 

第３条 変動型最低制限価格は、当該入札ごとに、次の手順に従って算定するものとする。 

(１) 有効参加者数に100分の60を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数

を切り上げた数）を求め、その数を算定数とする。 

(２) 入札金額の低いものから算定数分の入札について、その平均額（その金額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を求め、その数に100分の85を乗じて得た額（そ
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の金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を、その入札における最

低制限価格とする。 

２ 前項の規定により変動型最低制限価格を算定した場合は、立川市委託契約に関する低入札価格

調査実施要綱（平成18年立川市要綱第24号）に規定する低入札価格調査の対象としない。 

（適用方法） 

第４条 変動型最低制限価格の適用方法は、最低制限価格以上の最低価格入札者をもって落札予定

者とする。 

（変動型最低制限価格の再計算） 

第５条 前条に規定する落札予定者が立川市条件付き一般競争入札実施要綱（平成17年立川市要綱

第32号）に規定する資格審査により資格がないと認められたときは、当該落札予定者の入札金額

を除き、改めて第３条の規定により最低制限価格を算定するものとする。 

（公表） 

第６条 変動型最低制限価格を算定する場合は、当該入札の公告においてその旨を公表しなければ

ならない。 

（委任） 

第７条 この要綱の施行について必要な事項は、財務部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成21年１月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月24日要綱第165号） 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年２月７日要綱第４号） 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年５月１日要綱第98号） 

この要綱は、令和４年５月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月30日要綱第47号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



立川市変動型最低制限価格制度試行運用基準

（目的）  

第１条  この基準は、立川市変動型最低制限価格制度試行実施要綱（平成 20年立川

市要綱第 48号。以下「要綱」という。）の運用について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。  

（算定対象）  

第２条  要綱第２条に規定する業務委託のうち財務部長が指定したものは、原則と

して次の各号のいずれかに該当するものとする。  

(1) 建設工事に係る設計、測量等に関するもの  

(2)  総価契約で予定価格が 3,000,000円以上のもの  

(3) 単価契約で発注限度額が 3,000,000円以上のもの  

(4)  立川市競争入札参加資格等審査委員会規程（平成８年立川市訓令甲第３号）

第１条に規定する立川市競争入札参加資格等審査委員会において、変動型最低

制限価格を算定する対象として決定したもの  

附  則  

この基準は、平成 22年４月１日から施行する。  

附  則  

  この基準は、平成 30年４月１日から施行する。  

附  則  

この基準は、令和３年４月１日から施行する。  
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